
実務に役立つ

まるわかり！中国における増値税

１．中国増値税の概要

課税対象、納税義務者の種類

課税期間、税率、税額計算

仕入税額控除

輸出増値税還付の仕組み

２．「増値税発票」

発票の種類及び発⾏・取得時期

発票の発⾏及び取得が会計処理へ及ぼす影響

⾚字発票の発⾏

３．注意すべき増値税関連事項

輸出したのに国内売上とみなされる場合

貿易会社の輸出増値税還付申請

中古固定資産の販売

棚卸資産の廃棄

４．増値税免税関連

クロスボーダー課税サービスにかかる免税申請

技術譲渡対価の免税申請

東 京

中国の増値税は日本の消費税と同じく付加価値税（VAT)ですが、⽇本の消費税とは取扱いが異なる点
が多々あります。また、増値税の基本法令である「増値税暫定施⾏条例」及びその実施細則のみでは、

増値税の全体像は把握しきれず、公告、弁法、通知の形で発布される規定のなかに非常に重要な規定が
含まれていることが多々あり、これらの重要な規定を知らなかったために重大な税務問題、コンプライ
アンス問題に発展するリスクがあります。

また、皆様もよく⽿にされる「発票」も増値税に関連しますが、この「発票」の発⾏、⼊⼿に伴う会計

処理が企業会計の適正な損益計算に影響を及ぼしているケースも多く⾒受けられます。

今回のセミナーでは、中国の増値税について、その仕組みから⽇系企業が注意すべき増値税処理につい

て簡潔に解説いたします。

日時： 2017年10月3日（火）14:00〜17:00（受付開始13:45）

受講料(税込）：
一般 12,960円
「キャスト中国ビジネス」会員 10,800円

プログラム

主催：キャストコンサルティング株式会社

講師：永野弘子税理⼠（キャストコンサルティング（上海）有限公司）
⿅児島⼤学⽂学部法学科卒業、⽂部省事務官として勤務。その後北京留学を経て

2001年税理⼠登録。2005年キャストコンサルティング（上海）広州分公司代表、

2007年より上海勤務。（中国業務歴10年以上）

場所：田中田村町ビル5F
（新橋、内幸町）

東京都港区新橋2-12-15

お申込方法は裏面をご覧くださいお申込方法は裏面をご覧くださいお申込方法は裏面をご覧くださいお申込方法は裏面をご覧ください



お申し込み方法（先着順、事前申込制お申し込み方法（先着順、事前申込制お申し込み方法（先着順、事前申込制お申し込み方法（先着順、事前申込制））））
下記申込用紙に必要事項をご記入の上、１）ＦＡＸ または ２）メール（PDF添付）に

て事務局までお送りください。折り返し、事務局よりご案内を差し上げます。

１１１１）ＦＡＸ）ＦＡＸ）ＦＡＸ）ＦＡＸ申込申込申込申込 ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：０３０３０３０３－－－－５４０５５４０５５４０５５４０５－－－－３３０８３３０８３３０８３３０８

２２２２））））メールメールメールメール申込申込申込申込 MAIL:MAIL:MAIL:MAIL: seminar2017@cast-consulting.co.jp
■■■■キャストセミナー事務局キャストセミナー事務局キャストセミナー事務局キャストセミナー事務局
〒105-6234 東京都港区愛宕２－５－１ 愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階

℡：０３－５４０５－７８６００３－５４０５－７８６００３－５４０５－７８６００３－５４０５－７８６０ 担当／西村

※お申込み受領後、ご記入いただいたメールアドレスに「受講証」と「請求書」をお送りします。お申込み後3営業日経っても

連絡がない場合は、お手数ですが上記担当者までご一報ください。（満席の場合もご連絡さしあげます）

※「請求書」受領後、事前の受講料のお支払いをお願いします。

※お申込み後にご参加いただけなくなった場合には、代理の方の出席も可能ですが、最終的にご欠席の場合も、受講料の

ご返金はいたしかねます。

※セミナーの内容を若干変更することがありますので、予めご了承願います。

※セミナーの録音・録画・撮影、ならびに同業者様のお申込みは、お断りします。

※本セミナーの「請求書」は、キャストコンサルティング株式会社より発行いたします。「請求書」は、キャストコンサルティング株式会社より発行いたします。「請求書」は、キャストコンサルティング株式会社より発行いたします。「請求書」は、キャストコンサルティング株式会社より発行いたします。

参加申込書にご記入いただきました個人情報は、以下の目的のみに利用し、無断で第三者に開示することはございません。

①本セミナーに関する連絡事項 ②キャストグループが開催するセミナー・企画等各種情報のご案内。

実務に役立つ「まるわかり！中国における増値税」実務に役立つ「まるわかり！中国における増値税」実務に役立つ「まるわかり！中国における増値税」実務に役立つ「まるわかり！中国における増値税」
（お一人様1枚ご記入をお願いいたします）

東京東京東京東京 2017201720172017年年年年10101010月月月月3333日（日（日（日（火火火火））））

貴社名：貴社名：貴社名：貴社名： ■■■■受講料（税込）受講料（税込）受講料（税込）受講料（税込） ○を付けてください。○を付けてください。○を付けてください。○を付けてください。

a.a.a.a. 一般受講料：一般受講料：一般受講料：一般受講料：12,96012,96012,96012,960円円円円

b.b.b.b. キャスト会員様：キャスト会員様：キャスト会員様：キャスト会員様：10,80010,80010,80010,800円円円円

（会員（会員（会員（会員IDIDIDID：：：： ））））

部署名・お役職：部署名・お役職：部署名・お役職：部署名・お役職：

お名前お名前お名前お名前 ：：：：

EEEE----mail:mail:mail:mail:

TELTELTELTEL：：：：
FAXFAXFAXFAX：：：：

ご住所ご住所ご住所ご住所::::（〒（〒（〒（〒 ））））

中国拠点所在地：中国拠点所在地：中国拠点所在地：中国拠点所在地：（（（（例：上海、広州等）

通信欄：通信欄：通信欄：通信欄： （中国ビジネス歴 年） （中国駐在歴 あり・ なし ・駐在中）

個人情報のお取扱について


